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Ⅰ．序  

 

１．暴力的な過激主義は、国際連合の目的や原則に対する侮辱である。それは、平和

および安全、人権並びに持続可能な開発を損なっている。どの国や地域もその影響受

けないことはない。 

 

２．現在の暴力的な過激主義を予防するための行動計画は、テロリズムに資するよう

な、またテロリズムに資する場合の、過激主義を考慮しそして対処している。暴力的

な過激主義は、明確な定義のない、多様な現象である。それは、新しいものでもなけ

れば何からの地域、国籍または信念の制度に限られたものでもない。それにもかかわ

らず、近年、イラクおよびレバントのイスラム国（ ISIL）、アル・カーイダやボコ・

ハラムのようなテロ集団が、暴力的な過激主義の私たちのイメージとこの脅威に対処

する方法についての討論を形作ってきている。これらの集団の（宗教的、文化的、社

会的）不寛容のメッセージは、世界の多くの地域にとって激烈な結果を示してきてい

る。領域を保持することと彼らの考え方と功績の地球規模のまたリアルタイムのコミ

ュニケーションのためにソーシャル・メディアを使うことで、彼らは、私たちの共有

する平和、正義および人の尊厳の価値に挑戦しようと努めている。暴力的な過激主義

の広がりは、いずれか一つの地域の境界を越えた既に前例のない人道危機をさらに悪

化させている。何百万もの人々が、テロリストや暴力的な過激集団により支配されて

いる領域から逃げている。移住者の流れは、関係する地域をさらに不安定にさせつつ、

安全を求めている者および外国人テロ戦闘員のような紛争に誘惑された者を巻き込ん

でいる、紛争区域からと紛争区域への両方で増えてきている。この文脈の範囲内で行

動計画が策定されていると同時に、それはあらゆる暴力的な過激主義の形態およびそ

れがどこで起ころうと暴力的な過激主義に対処することが意図されている。 



 

 

 

３．何も暴力的な過激主義を正当化することはできないが、私たちは、それが何もな

いところで生じたのではないことを認めなければならない。不満の作り話、現実のま

たは知覚された不正義、約束されたエンパワーメントそして押し流された変化が、人

権が侵害され、良い統治が無視されそして憧れが押しつぶされた時、魅力的になる。

暴力的な過激主義は、シリア・アラブ共和国およびイラクへ、並びにアフガニスタン、

リビアおよびイエメンへ、渡航する 30,000 人以上の外国人戦闘員を 100 以上の加盟国

から勧誘することができた。彼らの中のある者は、彼らが見たものにより疑いなくぞ

っとさせられ彼らの経験には不安が置かれたが、その他の者は、自らの共同体に憎悪、

不寛容および暴力を広めるため、自らの故国に既に帰国しそしてより多くの者が疑い

もなくそれに続くであろう。 

 

４．過去 20 年以上、国際社会は、アル・カーイダおよびその系列集団により与えられ

た脅威への対応において採択された安全保障に基づくテロ対策措置の文脈の範囲内で

主に対処することを求めてきた。しかしながら、新しい世代のグループの出現で、そ

のようなテロ対策措置は、暴力的な過激主義の拡散を防止するために十分ではなかっ

たという国際的なコンセンサスが育っている。暴力的な過激主義は、表現の広いカテ

ゴリーを含みそして二つの用語の合成が、テロ行為としてみなすべきでない行為の形

態に対するものを含んで、テロ対策措置の過度に幅広い適用の正当化を導くかもしれ

ないリスクがある。  

 

５．安保理決議 2178（2014）において、安全保障理事会は、暴力的な過激主義とテロ

リズムとの結び付きを明白にし、国際的な規範に沿っている手段の重要性を強調しそ

して予防の必要性、つまりテロリズムに資することができる「暴力的な過激主義」が、

「テロリスト集団に入る個人への過激化、勧誘および動員並びに外国人テロ戦闘員に

なることを防止することを含む」集団的な取組を要求していること、を認識している。

同決議において、安保理は、「テロリズムを予防しまた闘うための国際協力および加

盟国により取られたあらゆる措置は、国際連合憲章を完全に遵守しなければならない」

ことを認識しつつ、「加盟国に対し、この種類の暴力的過激主義に対抗する取組を強

化することを求めている。」「テロリズム」と「暴力的な過激主義」の定義は、加盟

国の特権であり、国際法、とりわけ国際人権法の下での自らの義務に一致しなければ

ならない。国際連合グローバル・テロ対策戦略のコンセンサスによる採択を通して、

テロ対策に対する現実的な対処方法を、総会が丁度取ってきたように、この行動計画

は、定義の問題に対処するという危険を冒すことなしに、暴力的な過激主義を防止す

ることに対する現実的な対処方法を追求する。  

 

６．現行の、不可欠な安全に基づくテロ対策措置だけではなく、新しいまたより敵意

に満ちた集団の発生を生じさせた暴力的な過激主義の推進者に直接対処する組織的な

予防措置も網羅する、より包括的な対処方法を講じる必要がある。国際連合憲章にお

いて、加盟国は、「平和に対する脅威の防止及び除去のため有効な集団的措置を取る



 

 

こと」を決意した。私は、特に武力紛争、残虐行為、災害、女性と子どもに対するま

た紛争関連性的暴力の防止に関して、国連の防止目標に再び活気を与えるため、それ

を優先事項とし、また人権を最前線に置くため、専門の活動を開始してきた。国際連

合平和活動に関するハイレベル独立パネルの 2015 年報告書（A/70/95-S/2015/446 を参

照 ） 、 国 際 連 合 平 和 構 築 構 造 の 再 検 討 に 関 す る 専 門 家 諮 問 グ ル ー プ 報 告 書

（A/69/968-S/2015/490）、持続可能な開発のための 2030 アジェンダ 1そして女性、平

和および安全アジェンダは、防止活動を行うことに対する集団的な約束を築く必要性

を全て強調している。暴力的な過激主義の拡散は、予防努力をいっそう関連させてい

る。  

 

７．総会決議 60/288 で総会により全会一致で採択された、国際連合グローバル・テロ

対策戦略は、防止に明確に対処しそしてその柱四つの全て、すなわち (a)テロリズムに

資する条件に取り組むこと、(b)テロリズムを防止することと闘うこと、(c)テロリズム

と闘うこととその点に関する国際連合の役割を強化する諸国の能力を構築すること、

そして (d)テロリズムに対抗すると同時に、全ての者に対する人権と法の支配に対する

尊重を確保すること、を通した釣り合いのとれた履行を予見している。過去 10 年間、

グローバル戦略の柱ⅠとⅣがしばしば見過ごされてきたのと同時に、その柱Ⅱの下で

の措置の履行が強く強調されてきた。同戦略の 10 周年記念の前の、2016 年に、私は、

過去 10 年間の学んだ教訓とその先にある課題を考慮して同戦略のより包括的な履行

を確保しつつ、同戦略の柱ⅠとⅣの下で適用される措置を再活性化することを含んで、

暴力的な過激主義に対処するための予防的措置を強調して、この行動計画を開始して

いる。同戦略のつい最近の総会の再検討の文脈において、総会は加盟国に対し、「あ

らゆる形態と表現のテロリズムに対して団結すること」を促した。そうすることで、

私たちは、原則に基づきまた戦略的であるべきでありそして私たちの対応を注意深く

調整しなければならない。私たちは、私たちの優先事項に焦点を再び合わせ、私たち

の司法の適用を強化し、そして統治するものと統治されるものとの間の社会的契約を

再構築しなければならない。私たちは、個人が暴力的な過激主義集団に惹きつけられ

る理由に対して注意を払うことが必要である。私は、人権に対する完全な尊重に基づ

きまた全ての者のための経済的機会を持った、オープンで、平等で、包括的でそして

多民族の社会の創設が、暴力的な過激主義に対する最も確実で意義ある代替手段をそ

してそれを魅力のないものにすることのための最も見込のある戦略を表していること

を確信している。  

 

８．暴力的な過激主義の推進者についての私たちの理解が改善してきたとは言え、私

たちの行動を適合させそして磨きをかけることを私たちに可能にさせつつ、私たちは、

この脅威が発展している速度に対抗する私たちの学習過程を加速しなければならな

い。全体として、私たちは、暴力的な過激主義を駆り立てている多くの不満の素種に

対処する道具を持っているとは言え、私たちはそれを効果的に使用しまた調達するた

                                                   
1 総会決議 70/1。  



 

 

め学習しなければならない。テロ対策履行タスク・フォースと国際連合テロ対策セン

ターを含む国際連合、テロ対策委員会事務局、国際連合開発計画、国際連合人権高等

弁務官事務所、国際連合教育科学文化機関、国際連合薬物犯罪事務所、国際連合文明

の同盟、事務局の平和維持活動局、平和構築支援事務所およびジェンダー平等と女性

の地位と能力の向上のための国際連合機関（国連－ウィメン）、そして事務総長青少

年特使、並びに国際連合ファミリーのその他の多くのメンバーは、暴力的な過激主義

を防止することに関連した問題について活動してきている。私たちは、私たちの活動

に磨きをかけそれをより効果的にするため、既に学んだ教訓に基づくことが必要であ

る。  

 

９．私たちは、若者や権利を奪われたと感じているその他の人々の理想主義、創造性

およびエネルギーを利用できない限り、成功しないだろう。今日の増えている数の諸

国の人口の大多数を構成している若者は、資産として見られなければならずまた自ら

の社会や国家の政治的および経済的発展に対して建設的な貢献を行うため能力が強化

されなければならない。彼らは、利用されていない資源を表している。私たちは彼ら

に対し、彼らの憧れと可能性を実現するための正真正銘の機会と共に彼らの未来の姿

を提案しなければならない。  

 

10．この行動計画を策定することにおいて、私は、加盟国と地域機構の見解を仔細に

聞いてきた。私たちはまた、内外の専門家、学者および熟練家と協議した。私は、暴

力的な過激主義に対処する独創的なまた革新的な行動の必要性を強調してきた多数国

間イニシアティブを歓迎する。  

 

11．国際連合の創設者たちは、私たちが共有した原則、目的および価値の力を信じた。

加盟国は、私たちの共通の約束に背くことなしに、新しい現実に対して自らの行動を

適合させることを義務づけられている。私たちが、この共通の約束が重要でないと考

える瞬間、自らの目標を達成するため共通の約束を軽視する国を助ける。この行動計

画で、私は、暴力的な過激主義を効果的に防止するため私たちの比較優位を最も良く

利用できる方法について世界的な討論を鼓舞する意図である。  

 

Ⅱ．暴力的な過激主義の影響  
 

12．暴力的な過激主義は、平和と安全を維持すること、持続可能な開発を促進するこ

と、人権を保護すること、法の支配を促進することそして人道的な行動をとることに

向けた私たちの集団的な取組を損なっている。  

 

Ａ．平和および安全  
 

13．暴力的な過激主義者集団は、世界の多くの地域に影響している危険と武力紛争の

周期にかなり影響している。アル・カーイダおよびその系列組織は、敵意に満ちた宣



 

 

伝キャンペーンを通してまた華々しい攻撃を実現することにより、政府が政策を変え

ることを、政府に脅すことを求めてきている。暴力的過激主義とテロリスト集団、特

に ISIL の最新の繰り返しは、更に課題を変化させてきている。すなわち、シリア・ア

ラブ共和国における既存の武力紛争およびイラクとリビアにおける不安定から利益を

得つつ、そのメンバーは、その領域の大部分を乗っ取りそして彼らの規則に従ってそ

れを「統治する」ため、管理してきている。彼らは、機動性があり、十分に武装し、

現代テクノロジーに精通しそして十分に組織されている。歴史は、不安定な治安状況

と紛争が、戦争に「代わるもの」により更に悪化させられることになる傾向があるこ

とを示してきている。地域のまた国際的な関係者は、平和を回復している争いにある

諸国を支援することに主要な責任を負っている。私はそれ故、シリア・アラブ共和国

における危機の包括的な解決を促進するため安全保障理事会と協力して活動しつつ、

シリア国際支援グループの文脈において講じられた最近の建設的な活動を歓迎する。  

 

14．既存の国家に取って代わり確立された境界を消すことを求める、 ISIL とボコ・ハ

ラムは、国家の権限を損ない最も直接に関係している領域だけでなく、周辺の地域を

不安定にさせている。マリにおいて、テロリストは、基本的な国家構造の破壊に接近

した。そのことで、同国および同地域全体の安定に影響している。イスラーム・マグ

リブのアル・カーイダおよびその他の集団は、近隣諸国への影響の流失を伴ってマリ

北部でその活動を続けている。彼らは、国際連合マリ多元統合安定化ミッションの存

在と活動を危険に晒している。最近の報告書（S/2015/366）で私が指摘したように、

テロリスト集団はまた、越境組織犯罪から利益を得ている。幾つかの暴力的過激集団

は、彼らの財政的資源を増やすために越境組織犯罪との関係を開発してきた。彼らは、

人身取引や奴隷貿易、古器物の取引、および石油の違法な販売からかなりの収入を生

み出している。これらの集団の多くはまた、身代金のための誘拐に関与している。  

 

15．この脅威に対応することにおいて、私たちは、暴力的な過激主義が、国家を刺激

して過剰反応することを目的とし、そしてそれから彼ら自身の宣伝目的のために準備

が不十分な政府の王道を利用することを認識することが決定的に重要である。2011 年

の 77 名の殺害において、ノルウェーの大量殺人者アンネシュ・ブレイヴィークは、地

域社会を分断することと過剰反応を利用することによりノルウェーの寛容社会を不安

定にさせることを明らかに目的としていた。加盟国が、人権文書を含む、国際法に沿

って遂行してきた義務は、そのような攻撃に対応する範囲内で妥当な枠組を提供して

いる。  

 

Ｂ．持続可能な開発  
 

16．広範な暴力に打ち勝つために苦しんでいる諸国は、過去 15 年以上開発目標を具体

化してきたミレニアム開発目標の到達において不十分だった。暴力的な過激主義は、

危険の認識を更に悪化させそして持続可能な経済成長を犠牲にする社会不安の何度も

の発生を導くことができる。次の 15 年間の私たちの活動を指導する持続可能な開発目



 

 

標を確立することにおいて、加盟国は、暴力的な過激主義が、最近の数十年において

為された開発の進展の多くを逆転させそうであると警告した。不満等、貧困および貧

しい統治のような開発課題を探求することにより、暴力的な過激主義が、これらの不

満の種を更に悪化させそしてそれによってとりわけ疎外された集団に影響する下降の

悪循環を創造する。そのうえ、教育、とりわけ彼らのイデオロギーの拡散に対する脅

威を考えると、テロリストは、彼ら自身およびその家族のためのより良い生活並びに

より良い社会に対する進路としての近代教育の彼らの追求のために、若者、とりわけ

女児を標的としてきた。2014 年４月の、ナイジェリアのチボクにおけるボコ・ハラム

による女児の誘拐、2015 年４月の、ケニヤのガリッサにおけるアル・シャバーブによ

る学生の殺害、そして 2014 年 12 月の、パキスタンのペシャワールの軍の学校に対す

るパキスタン・タリバーン運動の攻撃は、暴力的な過激主義の最も酷い最近の実例の

まさに幾つかである。  

 

17．暴力的な過激主義者はまた、加盟国が貧困を根絶し、そして社会的不平等と排斥

を削減するのを助けることを試みている、国際連合開発機関および国際連合国別現地

チームを含む、開発関係者の日々の作業を崩壊させている。結果として、国際連合の

現場要員および平和維持要員が、標的とされてきている。  

 

Ｃ．人権および法の支配  
 

18．暴力的な過激主義者は、生存権および人々の自由であり安全である権利から、表

現、結社並びに思想、良心および信教の自由に及んでいる、人権の享受に対して直接

の脅威を与えている。  

 

19． ISIL や そ の 系 列 組 織 の よ う な テ ロ リ ス ト や 暴 力 的 な 過 激 主 義 者 集 団 が 、

ジ ェ ノ サ イ ド 、人 道 に 対 す る 罪 お よ び 戦 争 犯 罪 を 含 む 、国 際 法 の 重 大 な 違 反

を 犯 し て き た か も し れ な い こ と を 示 し て い る 信 頼 に 足 る 情 報 が あ る 。こ れ ら

の 集 団 は ま た 、奴 隷 に す る こ と 、強 制 結 婚 お よ び 教 育 と 公 的 生 活 に お け る 参

加 に 対 す る そ の 権 利 の 侵 害 を 通 し た も の を 含 む 、女 性 と 女 児 の 権 利 を 侵 害 し

て い る 。 ISIL お よ び そ の 他 の テ ロ リ ス ト 並 び に 暴 力 的 な 過 激 主 義 者 集 団 が

現 在 活 動 し て い る 地 区 に お い て 、宗 教 的 コ ミ ュ ニ テ ィ 、お よ び 女 性 、子 ど も 、

政 治 活 動 家 、ジ ャ ー ナ リ ス ト 、人 権 擁 護 者 並 び に レ ス ビ ア ン 、ゲ イ 、両 性 愛

者 、ト ラ ン ス・ジ ェ ン ダ ー お よ び イ ン タ ー セ ッ ク ス の コ ミ ュ ニ テ ィ の メ ン バ

ー は 、組 織 的 に 、標 的 に さ れ 、拉 致 さ れ 、追 い 出 さ れ そ し て 殺 さ れ て き て い

る 。拷 問 お よ び 性 と ジ ェ ン ダ ー に 基 づ く 暴 力 は ま た 、伝 え ら れ る と こ ろ に よ

れ ば 、広 が っ て い る 。偉 大 な 歴 史 的 、宗 教 的 お よ び 文 化 的 重 要 性 の 品 目 お よ

び 場 所 は 、国 際 人 道 法 の 下 の 文 化 的 遺 産 に 対 し て 与 え ら れ る 保 護 に 違 反 し て

理 由 な く 破 壊 さ れ て き て い る 。  

 

20．紛 争 地 区 に お い て 説 明 責 任 が な い こ と は 、こ れ ら の 極 悪 な 犯 罪 に お け る



 

 

増 加 の 一 因 と な っ て い る 。刑 事 責 任 の 免 除 お よ び 不 公 平 は 、政 治 的 移 行 を 含

む 、紛 争 の 仲 介 お よ び 解 決 努 力 を 損 な い つ つ 、危 険 と ど う す る こ と も で き な

い 状 態 の 環 境 を 創 り 出 し て い る 。私 た ち は 、国 際 法 の 下 で の 犯 罪 を 含 む 、違

反 と 犯 罪 を 行 っ て い る 全 て の 者 に 対 す る 刑 事 責 任 の 免 除 を 終 わ ら せ る こ と

が 必 要 で あ る 。同 時 に 、私 た ち は 、暴 力 的 な 過 激 主 義 に 対 処 す る 加 盟 国 の 取

組 が 、法 の 支 配 を 敬 っ て ま た 国 際 人 権 法 並 び に 、適 用 可 能 な 場 合 に は 、国 際

人 道 法 の 下 の 自 ら の 義 務 に 従 っ て い る こ と を 確 保 す る こ と に お い て 用 心 深

く な け れ ば な ら な い 。特 定 の 権 利 は 、国 家 の 命 が 脅 か さ れ て い る 公 的 な 非 常

事 態 の 時 で あ っ て も 、 効 力 を 停 止 で き な い 。  

 

Ｄ ． 人 道 的 行 動  

 

21． 2014 年 末 に 、 世 界 は 、 強 制 的 に 移 送 さ れ た 人 々 の 数 が 記 録 上 最 高 だ っ

た 状 況 に 直 面 し て い た 。暴 力 的 な 過 激 主 義 が 、そ の 状 況 に 対 し か な り 原 因 と

な る 要 因 だ っ た 。そ れ は 、憂 慮 す べ き 避 難 民 の 量 だ け で な く 、丁 度 ３ 年 間 で

4,250 万 人 か ら 5,950 万 人 へ と 40 パ ー セ ン ト 増 加 し た 、 数 の 急 速 な 増 加 で

あ る 。国 内 避 難 民 お よ び 難 民 、特 に 子 ど も は 、暴 力 的 な 過 激 主 義 者 集 団 に よ

る も の を 含 む 、 強 制 的 な 勧 誘 の 危 険 性 が 高 ま っ て い る 。  

 

22．暴 力 的 な 過 激 主 義 者 集 団 は 、彼 ら に よ り 支 配 さ れ て い る 地 区 へ の 人 道 関

係 者 の ア ク セ ス を 制 限 す る こ と に よ り 、ま た は 救 援 供 給 品 を 押 収 す る こ と に

よ り 必 要 と し て い る 住 人 に 対 す る 食 糧 お よ び 極 め て 重 要 な 医 療 援 助 を 含 む 、

国 際 的 な 人 道 援 助 の 提 供 を 積 極 的 に 邪 魔 し て い る 。 武 力 紛 争 の 状 況 に お い

て 、暴 力 的 な 過 激 主 義 者 は 、国 際 人 道 法 に 正 式 に 記 さ れ 、紛 争 地 区 に お け る

人 道 関 係 者 に 与 え ら れ て い る 、伝 統 的 な 保 護 を 日 常 的 に 無 視 し て い る 。結 果

と し て 、 多 く の 人 道 職 員 は 、 自 ら が 標 的 と な っ て き た 。 す な わ ち 、 2014 年

に 、 329 名 の 援 助 職 員 が 殺 害 さ れ 、 負 傷 さ せ ら れ ま た は 誘 拐 さ れ た 。 暴 力 的

な 過 激 主 義 者 集 団 は 、こ れ ら の 卑 劣 な 戦 術 を 使 っ て い る 唯 一 の 関 係 者 で は な

い と は 言 え 、そ の 大 き く な っ て い る 影 響 は 、人 道 組 織 が 直 面 し て い る 骨 の 折

れ る 活 動 環 境 に か な り 寄 与 す る 要 因 で あ る 。  

 

Ⅲ ． 暴 力 的 過 激 主 義 の 状 況 と 推 進 者  

 

23． 過 去 15 年 間 に お い て 、 調 査 が 、 暴 力 的 な 過 激 主 義 集 団 を 駆 り 立 て る も

の に 関 し て 行 わ れ て き た 。し か し な が ら 、個 々 の 過 激 化 に 向 け た 道 筋 に 関 す

る 権 威 の あ る 統 計 資 料 は な い 。幾 つ か の 見 分 け が つ く 傾 向 と 様 式 が あ る と は

言 え 、調 査 員 の 中 に 存 在 す る 僅 か な コ ン セ ン サ ス の 分 野 だ け が あ る 。主 に 面

談 に 基 づ く 、質 的 な 調 査 は 、駆 り 立 て る も の の 二 つ の 主 な カ テ ゴ リ ー が 、は

っ き り と 区 別 さ れ る こ と が で き る こ と を 示 唆 し て い る 。す な わ ち 、「 プ ッ シ

ュ 要 因 」す な わ ち そ れ が 生 じ る 暴 力 的 過 激 主 義 お よ び 構 造 的 状 況 に 資 す る 条



 

 

件 、そ し て「 プ ル 要 因 」す な わ ち 考 え や 不 満 の 種 を 暴 力 的 過 激 主 義 者 の 活 動

に 変 形 す る こ と に お い て 主 要 な 役 割 を 果 た す 、個 々 の 動 機 や 過 程 で あ る 。質

的 お よ び 量 的 両 方 の 、さ ら な る 調 査 が 、こ の 徐 々 に 発 展 し て い る 現 象 に つ い

て 要 求 さ れ て い る 。  

 

Ａ ． 暴 力 的 過 激 主 義 に 資 す る 条 件 お よ び 構 造 的 状 況  

 

24．利 用 可 能 な 質 的 な 証 拠 は 、一 定 の 周 期 的 に 起 こ る 駆 り 立 て る も の の 存 在

を 指 摘 し た 。そ れ は 、多 種 多 様 な 諸 国 や 地 域 の 中 で あ り ふ れ て お り ま た 過 激

化 や 暴 力 的 な 過 激 主 義 を 、 時 々 は 単 独 で ま た 時 々 は 他 の 要 因 と 結 び つ い て 、

導 き 出 す 。  

 

社 会 経 済 的 機 会 が な い こ と  

 

25．成 長 の 高 い ま た 持 続 可 能 な レ ベ ル を 引 き 起 こ す こ と 、自 国 の 若 者 の た め

に 働 き が い の あ る 人 間 ら し い 仕 事 を 創 造 す る こ と 、貧 困 お よ び 失 業 を 削 減 す

る こ と 、平 等 を 改 善 す る こ と 、腐 敗 を 規 制 す る こ と そ し て 自 国 の 人 権 義 務 に

従 っ て 異 な る 共 同 体 の 中 の 関 係 を 上 手 く 扱 う こ と に 失 敗 し た 諸 国 は 、暴 力 的

な 過 激 主 義 に よ り 陥 り や す く ま た 暴 力 的 な 過 激 主 義 と 結 び つ い た 非 常 に 多

く の 出 来 事 を 目 撃 す る 傾 向 に あ る 。市 民 た ち は 、暴 力 的 な 過 激 主 義 が 生 じ た

場 合 そ れ に 対 応 す る こ と に お い て 国 家 機 関 の 効 果 が 弱 い こ と で 、政 府 の 適 法

性 が な い こ と の 確 証 と し て の 開 発 の 成 果 が 弱 い と 考 え る か も し れ な い 。代 替

的 な 雇 用 機 会 が 無 い こ と は 、暴 力 的 な 過 激 主 義 者 集 団 を 代 替 的 な 収 入 源 と す

る こ と が で き る 。  

 

周 縁 化 お よ び 差 別  

 

26．ど の 国 も 完 全 に 同 質 的 な も の で は な い 。国 の 中 の ま た 国 自 身 の 多 様 性 は 、

暴 力 的 な 過 激 主 義 に 対 す る 脆 弱 性 を 導 き 出 す か あ る い は 増 す こ と は な い 。し

か し な が ら 、国 が 、資 源 不 足 の よ う な 不 安 感 を 経 験 す る 場 合 、そ し て そ の 人

口 統 計 学 の 重 み が 何 で あ ろ う と 、一 つ の 集 団 が 、他 の 集 団 を 犠 牲 に し て 政 治

的 お よ び 経 済 的 部 門 で 独 占 的 に 行 動 す る 場 合 、公 的 サ ー ビ ス や 雇 用 機 会 に 対

す る 制 限 さ れ た ア ク セ ス そ し て 地 域 的 開 発 並 び に 信 教 の 自 由 に 対 す る 障 害

を 通 し て 表 明 さ れ た よ う に 、共 同 体 間 の 緊 張 の 可 能 性 、ジ ェ ン ダ ー の 不 平 等 、

周 縁 化 、疎 外 お よ び 差 別 が 増 加 す る 。こ の こ と は 、今 度 は 、彼 ら の 目 標 を 先

に 進 め る こ と を 発 揮 す る 手 段 と し て 、暴 力 的 過 激 主 義 を 利 用 す る こ と を 、権

利 を 奪 わ れ た と 感 じ て い る 者 に 扇 動 す る か も し れ な い 。  

 

貧 弱 な 統 治 、 人 権 お よ び 法 の 支 配 の 侵 害  

 



 

 

27．暴 力 的 な 過 激 主 義 は 、貧 弱 な 統 治 、民 主 主 義 の 欠 如 、腐 敗 お よ び 国 家 並

び に そ の 代 理 人 が 従 事 し た 不 法 な 行 動 に 対 す る 刑 事 責 任 の 免 除 の 文 化 に よ

り 性 格 付 け ら れ た 環 境 に お い て 、栄 え る 傾 向 に あ る 。貧 弱 な 統 治 が 、抑 圧 的

な 政 策 や 人 権 と 法 の 支 配 を 侵 害 す る 実 行 と 結 び つ い た 場 合 、暴 力 的 な 過 激 主

義 の 魅 力 の 効 果 は 、高 め ら れ る 傾 向 に あ る 。国 家 の 安 全 の 名 に お い て 行 わ れ

た 国 際 人 権 法 の 違 反 は 、個 人 を 疎 外 す る こ と や 主 要 な 支 持 層 を 不 和 に す る こ

と に よ り 、従 っ て 、共 同 体 の 支 援 と 暴 力 的 な 過 激 主 義 の 行 動 に お い て 同 情 と

共 犯 を 生 み 出 す こ と で 、暴 力 的 な 過 激 主 義 を 助 長 す る こ と が で き る 。暴 力 的

な 過 激 主 義 は ま た 、国 家 に 対 す る 彼 ら の 戦 い に 国 家 の 抑 圧 や 不 満 の 種 を 利 用

す る こ と を 積 極 的 に 求 め て い る 。従 っ て 、住 民 に 抑 圧 的 な ま た 高 圧 的 な 治 安

対 応 、生 活 を 乱 す よ う な 調 査 技 術 の 採 用 お よ び 宣 言 さ れ た 緊 急 事 態 の 延 長 を

示 し て い る 政 府 は 、暴 力 的 な 過 激 主 義 者 を よ り 多 く 生 み 出 す 傾 向 が あ る 。国

家 に よ る そ の よ う な 行 動 に 加 担 す る 国 際 的 な パ ー ト ナ ー は 、よ り 幅 広 い 国 際

的 な シ ス テ ム の 合 法 性 に お け る 公 的 信 頼 を さ ら に 堕 落 さ せ る 。  

 

28．種 族 、民 族 、ジ ェ ン ダ ー 、人 種 、宗 教 、言 語 お よ び そ の 他 の 集 団 に 対 す

る 差 別 に よ り 悪 化 さ せ ら れ た 経 済 的 、社 会 的 お よ び 文 化 的 権 利 の 実 現 に 向 け

た 、国 際 的 義 務 に 従 っ た 、適 切 な 取 組 の 無 い こ と 並 び に 民 主 的 場 の 不 在 ま た

は 制 限 は 、暴 力 的 な 過 激 主 義 者 に よ る 搾 取 の た め の 機 会 を 提 供 で き る 。こ れ

ら の 権 利 を 護 持 す る た め に 自 ら の 国 際 義 務 を 適 切 に 遂 行 し て い な い 国 家 機

関 は 、不 満 の 種 を 刺 激 し ま た 自 ら の 有 効 性 だ け で な く 社 会 的 規 範 と 社 会 的 一

体 性 を 損 な う こ と が で き る 。  

 

29．さ ら に 、よ り 一 層 の 注 意 が 、テ ロ 関 連 犯 罪 で 有 罪 と さ れ た 者 並 び に 外 国

人 テ ロ 戦 闘 員 の 帰 還 の た め の 、ジ ェ ン ダ ー と 人 権 の 不 満 の 、効 率 的 な 再 統 合

戦 略 お よ び 計 画 を 案 出 す る こ と に 対 し て 、 払 わ れ る こ と が 必 要 で あ る 。  

 

長 期 に わ た る ま た 未 解 決 の 紛 争  

 

30．長 期 に わ た る ま た 未 解 決 の 紛 争 は 、紛 争 そ れ 自 身 に 由 来 す る 苦 し み や 統

治 の 欠 如 の 理 由 だ け で な く そ の よ う な 紛 争 が 支 持 を 集 め ま た 領 域 と 資 源 を

押 収 し そ し て 住 民 を 支 配 す る た め 深 く 根 ざ し た 不 満 の 種 を 利 用 す る こ と を

暴 力 的 な 過 激 主 義 者 集 団 に 許 す こ と で 、暴 力 的 な 過 激 主 義 に 肥 沃 な 土 地 を 提

供 す る 傾 向 が あ る 。緊 急 措 置 が 、長 引 く 紛 争 を 解 決 す る た め に 取 ら れ な け れ

ば な ら な い 。こ れ ら の 紛 争 を 解 決 す る こ と は 、暴 力 的 な 過 激 主 義 者 集 団 の 油

断 の な ら な い 話 の 影 響 を 損 な う こ と に な る 。防 止 策 が 失 敗 し た 場 合 、永 続 す

る 平 和 を 確 保 す る こ と と 暴 力 的 な 過 激 主 義 に 対 処 す る こ と に 向 け た 私 た ち

の 最 善 の 戦 略 は 、 包 括 的 な 政 治 的 解 決 策 と 説 明 責 任 を 必 要 と す る 。  

 

刑 務 所 に お け る 過 激 化  



 

 

 

31．調 査 は 、拘 禁 施 設 に お け る 苛 酷 な 取 扱 が 、暴 力 的 な 過 激 主 義 者 集 団 や テ

ロ 組 織 に 加 わ っ た 数 多 く の 個 人 の 勧 誘 に お い て 当 惑 さ せ る よ う に 力 強 い 役

割 を 果 た す こ と が で き る こ と を 示 し て い る 。幾 つ か の 要 因 は 、集 団 に 加 わ る

こ と に よ り 、非 人 間 的 な 刑 務 所 の 条 件 お よ び 被 収 容 者 の 非 人 間 的 な 取 扱 、堕

落 し た 職 員 や 警 備 員 、ギ ャ ン グ の 活 動 、薬 物 使 用 、安 全 お よ び 適 切 な 施 設 の

不 足 並 び に 定 員 超 過 を 含 む 、保 護 を 求 め る こ と を 受 刑 者 に 駆 り 立 て る も の と

し て 特 定 さ れ て き て い る 。予 防 手 段 は 、独 房 監 禁 に 関 す る 国 際 的 な 基 準 と 規

範 を 尊 重 す る こ と を 含 む 、自 ら の 自 由 を 奪 わ れ た 人 に 対 し て 国 際 法 の 下 で 与

え ら れ た 保 護 を 護 持 す る と 同 時 に 、他 の 受 刑 者 に 対 す る 過 激 主 義 者 の イ デ オ

ロ ギ ー の 拡 散 を 防 止 す る た め 、 導 入 さ れ る こ と が 必 要 で あ る 。  

 

Ｂ ． 過 激 化 の 過 程  

 

32．暴 力 的 な 過 激 主 義 に 資 す る 条 件 は 、住 民 全 体 に 影 響 す る け れ ど も 、ご く

少 な い 数 の 個 人 が 実 際 に 急 進 的 に な り ま た 暴 力 に 頼 っ て い く 。複 合 的 な 個 々

の 動 機 と 人 的 な 力 の 両 方 が 、こ れ ら の 条 件 を 利 用 す る こ と と 考 え や 不 満 の 種

を 暴 力 的 な 行 動 に 変 形 す る こ と に お い て 主 要 な 役 割 を 果 た し て い る 。  

 

個 人 の 背 景 と 動 機  

 

33． 暴 力 的 な 過 激 主 義 者 の イ デ オ ロ ギ ー の 話 に 共 鳴 す る 有 害 な 個 人 の 経 験

は 、 個 人 が 暴 力 的 な 過 激 主 義 を 喜 ん で 受 け 入 れ る 機 会 を 高 め る こ と が で き

る 。個 人 の 動 機 は 、重 大 な も の か ら 日 常 的 な も の ま で 異 な る 。調 査 員 は 、経

験 す る こ と と 同 様 に 多 様 な 出 来 事 を 引 き 起 こ し て い る こ と ま た は 拷 問 、治 安

部 隊 ま た は 外 国 部 隊 の 手 で の 親 類 ま た は 友 達 の 死 、不 公 正 な 裁 判 、財 産 を 失

う こ と そ し て 親 の 恥 を 、並 び に 個 人 ロ ー ン の 拒 否 さ え も 目 撃 し て い る こ と を

報 告 し て い る 。  

 

34．何 人 か の 高 学 歴 の 個 人 が 、暴 力 的 な 過 激 主 義 者 集 団 に お い て 重 要 な 役 割

を 果 た し て き た と は 言 え 、多 く の メ ン バ ー は 、し ば し ば 中 等 教 育 を 終 え て い

な い 、不 十 分 な 教 育 を 受 け て い る 。多 く の 者 が 、初 歩 の 読 み 書 き 能 力 レ ベ ル

だ け で あ り ま た ほ と ん ど が 、宗 教 的 知 識 や 教 育 が な く 、彼 ら は 教 化 さ れ や す

い 。彼 ら が 、暴 力 的 な 過 激 主 義 者 集 団 に 関 与 す る 前 に 、取 る に 足 ら な い 犯 罪

や 違 法 な 活 動 に 従 事 し て い た か も し れ な い と い う こ と は 、 十 分 考 え ら れ る 。

集 団 の メ ン バ ー で あ る こ と は ま た 、疎 外 感 、孤 立 感 ま た は 没 価 値 状 況 の 重 荷

に 属 し て い る 感 覚 ま た は そ れ ら か の 救 済 を 促 進 し て い る 。  

 

集 団 的 な 不 満 の 種 お よ び 犠 牲 者 に す る こ と  

 



 

 

35．支 配 、抑 圧 、征 服 さ れ た 状 態 ま た は 外 国 の 介 入 に つ い て 歴 史 的 に 受 け 継

い だ も の 、ま た は そ れ ら に 由 来 す る 集 団 的 な 不 満 の 種 は 、犠 牲 者 に す る こ と

の 話 が 確 立 さ れ る こ と を 可 能 に で き る 。こ れ ら の 話 は 、暴 力 的 な 過 激 主 義 者

に よ り そ れ か ら 利 用 さ れ る か も し れ な い 、簡 単 且 つ 力 強 い 情 緒 的 な 反 応 を 刺

激 す る こ と が で き る 。す な わ ち 、過 去 の 記 憶 ま た は 現 在 の 実 際 の 若 し く は 認

め ら れ た 抑 圧 は 、 抑 圧 に 対 す る 仕 返 し の た め の 渇 望 を 煽 る た め に 支 持 さ れ

る 。  

 

信 念 の 曲 解 お よ び 誤 用 、 政 治 イ デ オ ロ ギ ー 並 び に 種 族 的 お よ び 文 化 的 相 違  

 

36．暴 力 的 な 過 激 主 義 者 集 団 は 、彼 ら の 行 動 を 合 法 化 し 、領 域 に 対 す る 彼 ら

の 要 求 を 確 立 し そ し て 追 随 者 を 勧 誘 す る た め 宗 教 的 信 念 、種 族 的 相 違 お よ び

政 治 的 イ デ オ ロ ギ ー を 皮 肉 に 歪 曲 し そ し て 利 用 す る 。宗 教 の 曲 解 お よ び 誤 用

は 、私 た ち の 人 間 性 を 損 な い つ つ 、国 家 、文 化 お よ び 国 民 を 分 断 す る た め 利

用 さ れ る 。信 条 お よ び 共 同 体 の 指 導 者 は 、脆 弱 な 追 随 者 が 暴 力 的 な イ デ オ ロ

ギ ー を 拒 否 す る こ と を 彼 ら に 可 能 に す る た め 彼 ら を 指 導 す る こ と に お い て

ま た 共 同 体 間 の 寛 容 、理 解 お よ び 和 解 を 促 進 す る 手 段 と し て 宗 教 内 部 の ま た

異 教 徒 間 の 対 話 や 議 論 の た め の 機 会 を 提 供 す る こ と に お い て 、極 め て 重 要 で

あ る 。指 導 者 、政 府 、国 際 社 会 お よ び メ デ ィ ア は 、諸 国 、信 条 、国 家 お よ び

国 民 の 中 の そ し て 間 の 衝 突 と 対 立 を 防 止 す る た め 協 働 し な け れ ば な ら な い 。

私 た ち は 、こ の 挑 発 の 悪 循 環 と ア フ ガ ニ ス タ ン 、イ ラ ク 、リ ビ ア 、シ リ ア ・

ア ラ ブ 共 和 国 、イ エ メ ン お よ び そ の 他 の 諸 国 で 見 ら れ る よ う な 、紛 争 、テ ロ

リ ズ ム お よ び 暴 力 的 な テ ロ リ ズ ム の 間 の 関 連 を 支 配 し て い る 勢 力 を し ば し

ば 煽 っ て い る 対 応 を 停 止 さ せ る た め 共 同 し て 活 動 し な け れ ば な ら な い  

 

指 導 力 と 社 会 的 ネ ッ ト ワ ー ク  

 

37．文 脈 上 の 要 因 、個 人 の 経 験 お よ び 集 団 的 な 不 満 の 種 は 、暴 力 的 な 過 激 主

義 の 出 現 の 全 て の 原 因 と な る こ と が で き る と は 言 え 、組 織 の 幾 つ か の 形 態 お

よ び こ れ ら の 要 素 に 対 す る 指 示 を 提 供 す る 社 会 的 文 脈 も ま た な け れ ば な ら

な い 。こ の こ と は 、し ば し ば 、カ リ ス マ 的 な 指 導 者 ま た は 政 治 的 な 起 業 家 の

介 入 を 通 し て 、ま た 非 公 式 な 家 族 や 社 会 的 な ネ ッ ト ワ ー ク を 通 し て 、確 立 さ

れ る 。そ れ は 、彼 ら の 活 動 が し ば し ば 、排 他 的 で あ り ま た 秘 密 で あ る と い う

事 実 の 避 け ら れ な い 結 果 で あ る 、あ な た が 既 に そ の メ ン バ ー の 一 人 を 知 っ て

い な い 限 り 、暴 力 的 な 過 激 主 義 者 集 団 に 加 わ る こ と を 困 難 に す る こ と が で き

る 。し か し な が ら 、こ こ 数 年 、オ ン ラ イ ン の 手 段 が 、集 団 の メ ン バ ー の 地 位

へ の 追 加 の 、 そ し て よ り 利 用 可 能 な 、 経 路 と し て 役 立 っ て き て い る 。  

 

Ⅳ ． 行 動 目 標 ： 暴 力 的 な 過 激 主 義 を 防 止 す る こ と に 関 す る 勧 告  

 



 

 

38．私 は 、国 際 連 合 グ ロ ー バ ル・テ ロ 対 策 戦 略 の 釣 り 合 い の と れ た 履 行 を 終

始 一 貫 し て 求 め て き て い る 。私 た ち は 、暴 力 的 な 過 激 主 義 に 対 抗 す る た め 私

た ち の 一 致 し た 取 組 を 続 け る 必 要 が あ る と は 言 え 、私 た ち は 、私 た ち の 対 応

を 広 げ 、早 期 に 従 事 し そ し て 暴 力 的 な 過 激 主 義 を 駆 り 立 て る も の に 対 処 し な

け れ ば な ら な い 。私 た ち は 暴 力 的 な 過 激 主 義 に 対 抗 す る こ と を 予 防 的 措 置 で

補 っ て 完 全 に す る 必 要 が あ る 。防 止 を 、私 た ち の 包 括 的 な 対 処 方 法 の 不 可 分

の 部 分 と す る こ と は 、暴 力 的 な 過 激 主 義 者 集 団 に 加 わ る こ と を 個 人 に 駆 り 立

て る 多 く の 根 本 的 な 条 件 に 取 り 組 む 私 た ち を 助 け る こ と に な る 。防 止 の 実 践

が よ り 一 般 的 で あ る の と 同 様 に 、結 果 は 直 ぐ に は 目 に 見 え る よ う に な る こ と

は な く 、 私 た ち の 長 期 の ま た 辛 抱 強 い 関 与 を 要 求 す る こ と に な る 。  

 

39．私 は 、そ れ 故 、暴 力 的 な 過 激 主 義 の た め の 場 を 防 止 し 且 つ 削 減 す る こ と

に な り 、一 方 で は 、現 行 の テ ロ 対 策 措 置 を 通 し て 直 ぐ の 平 和 お よ び 安 全 の 課

題 に 同 時 に 対 処 し て い る 、と 私 が 信 じ る 以 下 の 勧 告 の 加 盟 国 の 審 議 を 提 唱 す

る 。私 の 勧 告 は 、国 際 連 合 グ ロ ー バ ル・テ ロ 対 策 戦 略 の 包 括 的 な ま た 釣 り 合

い の と れ た 履 行 を 促 進 す る こ と を 目 的 と し た 世 界 的 な 、国 の そ し て 地 域 の レ

ベ ル で 講 じ ら れ る こ と が で き る 行 動 を 特 定 す る 。  

 

Ａ ． 政 策 枠 組 の 設 定  

 

暴 力 的 な 過 激 主 義 を 防 止 す る た め の 世 界 的 な 枠 組  

 

40． 暴 力 的 な 過 激 主 義 を 防 止 す る こ と は 、 国 際 連 合 憲 章 、 世 界 人 権 宣 言 2お

よ び そ の 他 の 国 際 的 な 人 権 文 書 に 記 さ れ た 原 則 と 目 的 の 下 で の 責 務 と 義 務

で あ る 。効 果 的 に ま た 持 続 的 に す る こ と 並 び に 国 際 法 の 下 で の 加 盟 国 の 義 務

に 従 っ た 、全 て の 法 令 、政 策 、戦 略 お よ び 暴 力 的 な 過 激 主 義 を 防 止 す る た め

に 採 択 さ れ た 実 践 は 、人 権 と 法 の 支 配 に 対 す る 尊 重 に し っ か り と 基 づ か さ れ

な け れ ば な ら な い 。  

 

41．総 会 と 安 全 保 障 理 事 会 の 両 方 は 、暴 力 的 な 過 激 主 義 が 、開 発 、良 い 統 治 、

人 権 お よ び 人 道 的 懸 念 に 対 処 す る た め 法 執 行 、軍 事 ま た は 治 安 措 置 を 越 え た

一 致 し た 行 動 を 必 要 と す る 脅 威 と 高 度 な 知 識 の レ ベ ル に 達 し て い る こ と を

認 識 し て い る 。法 の 支 配 を 強 化 す る こ と 、差 別 的 な 法 令 を 廃 止 す る こ と そ し

て 法 お よ び 実 行 に お け る 差 別 、周 縁 化 並 び に 排 除 と 闘 う 政 策 お よ び 法 を 履 行

す る こ と は 、暴 力 的 な 過 激 主 義 に よ り 与 え ら れ た 脅 威 に 対 す る あ ら ゆ る 対 応

の 不 可 欠 な 構 成 要 素 と な ら な け れ ば な ら な い 。  

 

42．過 去 ２ 年 間 に お い て 、総 会 は 、国 際 連 合 グ ロ ー バ ル・テ ロ 対 策 戦 略 の 第

                                                   
2 総会決議 217Ａ（Ⅲ）．  



 

 

四 回 再 検 討 3に お い て 、 「 暴 力 お よ び 暴 力 的 な 過 激 主 義 に 対 す る 世 界 」 と 表

題 の つ い た 、 総 会 決 議 68/127 に お い て 、 そ し て 事 務 総 長 お よ び 国 際 連 合 文

明 同 盟 と 協 力 し て 総 会 議 長 に よ り 招 集 さ れ 、 2015 年 ４ 月 21 日 と 22 日 に 開

催 さ れ た「 寛 容 お よ び 和 解 の 促 進：平 和 的 な 、包 括 的 な 社 会 を 助 長 す る こ と

お よ び 暴 力 的 な 過 激 主 義 に 対 抗 す る こ と 」と い う テ ー マ の 総 会 の ハ イ レ ベ ル

の テ ー マ 別 討 論 期 間 中 、 並 び に 総 会 の 第 70 会 期 に お け る 最 近 の 総 会 の 一 般

討 論 に お い て 、 暴 力 的 な 過 激 主 義 に 対 す る 共 同 行 動 の 必 要 性 を 強 調 し て き

た 。 安 全 保 障 理 事 会 は 、 安 保 理 決 議 2178（ 2014） に お い て 、 2015 年 ４ 月 23

日 に 開 催 さ れ た「 暴 力 的 な 過 激 主 義 に 対 抗 す る こ と と 平 和 を 促 進 す る こ と に

お け る 若 者 の 役 割 」と い う テ ー マ に 関 す る 安 保 理 の 公 開 討 論 の 期 間 中 に 、そ

し て 2015 年 ５ 月 29 日 の 安 保 理 議 長 に よ る 声 明（ S/PRST/2015/11）に お い て 、

暴 力 的 な 過 激 主 義 に 対 処 し そ し て 外 国 人 テ ロ 戦 闘 員 の 流 れ を く い 止 め る た

め の 措 置 の 必 要 性 を 、 強 調 し た 。  

 

43．私 た ち は 、世 界 レ ベ ル で の パ ラ メ ー タ ー を 設 定 で き る と は 言 え 、そ れ は

最 大 の 影 響 を 有 す る 地 方 の 、国 の そ し て 地 域 的 な レ ベ ル の 行 動 で あ る 。そ れ

故 私 は 、本 当 の 変 化 を 達 成 す る た め の 私 た ち の 共 通 の 責 務 お よ び 政 治 的 意 志

を 、各 々 の 諸 国 お よ び 地 域 に 暴 力 的 な 過 激 主 義 を 防 止 す る た め に 公 共 政 策 を

案 出 す る 新 し い 方 法 に 移 す こ と を 、加 盟 国 に 期 待 す る 。国 際 連 合 憲 章 、世 界

人 権 宣 言 お よ び 国 際 法 の 下 で の 、と り わ け 国 際 人 権 法 、難 民 法 お よ び 、適 用

可 能 な 場 合 に は 、国 際 人 道 法 の 下 で の 加 盟 国 の 義 務 は 、強 力 な 基 礎 を 提 供 し 、

そ し て 国 際 連 合 グ ロ ー バ ル・テ ロ 対 策 戦 略 お よ び 2013 年 １ 月 31 日 か ら ２ 月

１ 日 ま で ボ ゴ タ で 開 催 さ れ た 、国 お よ び 地 域 の テ ロ 対 策 戦 略 国 際 会 議 で 特 定

さ れ た テ ロ 対 策 戦 略 の た め の 指 導 原 則 は 、国 お よ び 地 域 の 行 動 計 画 の た め の

追 加 の 指 針 を 提 供 し て い る 。国 の 計 画 お よ び 地 域 の 戦 略 を 確 立 す る た め の ま

た は 既 存 の も の を 改 良 す る た め の 過 程 は 、現 在 の 行 動 計 画 と 互 い の 両 方 を 補

っ て 完 全 に す べ き で あ る 。 国 際 連 合 は 、 テ ロ 対 策 履 行 タ ス ク ・ フ ォ ー ス の

36 組 織 と 「 全 国 際 連 合 」 ア プ ロ ー チ を 通 し て 、 そ の よ う な 政 策 や 計 画 を 策

定 す る こ と に お い て 加 盟 国 を 支 援 す る 用 意 が あ る 。 私 は ま た 、 駐 在 調 整 官 、

国 際 連 合 国 別 現 地 チ ー ム と 地 域 の 国 際 連 合 開 発 グ ル ー プ チ ー ム に 、そ の 要 請

に 基 づ い て 、 国 の ま た 地 域 の レ ベ ル で の そ の 計 画 を 策 定 す る こ と に お い て 、

加 盟 国 を 支 援 す る こ と を 指 示 す る つ も り で あ る 。  

 

暴 力 的 な 過 激 主 義 を 防 止 す る た め の 国 の 行 動 計 画  

 

44．各 加 盟 国 は 、暴 力 的 な 過 激 主 義 を 現 地 で 駆 り 立 て る も の に 対 処 す る た め

の 国 の 優 先 事 項 を 設 定 し そ し て 既 に 存 在 す る 場 合 に は 国 の テ ロ 対 策 戦 略 を

補 完 し て 完 全 な も の に す る 暴 力 的 な 過 激 主 義 を 防 止 す る た め の 国 の 行 動 計

                                                   
3 総会決議 68/276 を参照。  



 

 

画 の 策 定 を 考 慮 す べ き で あ る 。国 の 主 体 的 取 組 の 原 則 に 基 づ い て ま た 国 際 法

に 従 っ て 、加 盟 国 が 、そ の よ う な 計 画 を 確 立 す る こ と に お い て 以 下 の 要 素 を

考 慮 す る こ と を 勧 め る 。  

 

(a) 国 の 計 画 は 、 暴 力 的 な 過 激 主 義 に 対 抗 す る 措 置 と 防 止 す る 措 置 を

含 め る た め 、法 執 行 、社 会 サ ー ビ ス 提 供 者 お よ び 教 育 、若 者 並 び に 宗 教 問 題

の 閣 僚 の よ う な 広 範 囲 に 及 ぶ 政 府 関 係 者 、お よ び 若 者 、家 族 、女 性 、宗 教 的 、

文 化 的 並 び に 教 育 的 指 導 者 、市 民 社 会 組 織 、メ デ ィ ア そ し て 民 間 部 門 を 含 む 、

非 政 府 関 係 者 か ら の 入 力 情 報 を 得 て 、学 際 的 な や り 方 で 、策 定 さ れ る べ き で

あ る 。  

 

(b) 国 の 計 画 は 、 法 の 下 の 平 等 原 則 と 政 府 と 市 民 の 関 係 に お け る 法 に

よ る 平 等 な 保 護 を 促 進 す る こ と 、ま た 全 て の レ ベ ル で の 効 果 的 な 、説 明 責 任

の あ る そ し て 透 明 な 制 度 を 策 定 す る こ と 、並 び に す ぐ に 反 応 す る 、包 括 的 な 、

個 人 参 加 方 式 の そ し て 代 表 的 な 意 志 決 定 を 確 保 す る こ と に よ り 、暴 力 的 な 過

激 主 義 に 対 す る 社 会 的 な 契 約 を 強 化 す べ き で あ る 。  

 

(c) 国 の 計 画 は 、安 全 保 障 理 事 会 決 議 2178（ 2014）に お い て 要 請 さ れ

た よ う に 外 国 人 テ ロ 戦 闘 員 の 問 題 に 対 処 す べ き で あ る 。同 決 議 に お い て 、安

保 理 は 、国 家 が 、自 ら の 法 制 度 が 、テ ロ リ ズ ム ま た は 関 連 す る 訓 練 の た め の

渡 航 を 起 訴 す る こ と を 規 定 す る こ と を 確 保 す べ き こ と 、 そ し て 国 家 が ま た 、

そ の よ う な 活 動 の 資 金 調 達 ま た は 促 進 に 対 処 し そ し て こ の 渡 航 が 、テ ロ 行 為

に 参 加 す る 目 的 の た め に 行 わ れ る こ と を 信 じ る 合 理 的 な 理 由 を 提 供 し て い

る 信 頼 に 足 る 情 報 が あ る あ ら ゆ る 個 人 に つ い て 、国 際 的 に 認 め ら れ た デ ー タ

ベ ー ス の 利 用 を 通 し た も の を 含 ん で 、自 ら の 領 域 へ の 入 国 ま た は 通 っ て の 通

過 を 防 止 す べ き こ と を 決 定 し た 。 テ ロ 対 策 に 関 す る 決 議 1373（ 2001） に 従

っ て 設 立 さ れ た 安 全 保 障 理 事 会 委 員 会 の 、 2015 年 ７ 月 28 日 に マ ド リ ッ ド で

開 催 さ れ た 特 別 会 合 で 合 意 さ れ た 外 国 人 テ ロ 戦 闘 員 の 流 れ を 阻 止 す る こ と

に 関 す る 指 導 原 則 は 、 こ れ に 関 連 し て 役 に 立 つ か も し れ な い 。  

 

(d) 国 の 計 画 は 、安 全 保 障 理 事 会 決 議 2199（ 2015）の 下 で の 加 盟 国 の

義 務 に 従 っ て 、暴 力 的 な 過 激 主 義 者 や テ ロ リ ス ト 集 団 が 、石 油 や 遺 物 の 貿 易 、

人 質 拘 束 、 お よ び 寄 付 を 受 け 取 る こ と を 防 止 し な け れ ば な ら な い 。  

 

(e) 暴 力 的 な 過 激 主 義 を 駆 り 立 て る も の の 多 く に 対 処 す る 一 つ の 措 置

は 、持 続 可 能 な 開 発 目 標 、特 に 、あ ら ゆ る 場 所 で あ ら ゆ る 形 態 の 貧 困 に 終 止

符 を 打 つ（ 目 標 １ ）、す べ て の 人 々 に 包 摂 的 か つ 公 平 で 質 の 高 い 教 育 を 提 供

し 、 生 涯 学 習 の 機 会 を 促 進 す る （ 目 標 ４ ） 、 す べ て の 人 々 の た め の 持 続 的 、

包 摂 的 か つ 持 続 可 能 な 経 済 成 長 、生 産 的 な 完 全 雇 用 お よ び デ ィ ー セ ン ト・ワ

ー ク を 推 進 す る （ 目 標 ８ ） 、 国 内 お よ び 国 家 間 の 不 平 等 を 是 正 す る （ 目 標



 

 

10）、都 市 と 人 間 の 居 住 地 を 包 摂 的 、安 全 、レ ジ リ エ ン ト か つ 持 続 可 能 に す

る （ 目 標 11） 、 そ し て 持 続 可 能 な 開 発 に 向 け て 平 和 で 包 摂 的 な 社 会 を 推 進

し 、全 て の 人 々 に 司 法 へ の ア ク セ ス を 提 供 す る と と も に 、あ ら ゆ る レ ベ ル に

お い て 効 果 的 で 責 任 あ る 包 摂 的 な 制 度 を 構 築 す る （ 目 標 16） に 、 国 の 開 発

政 策 を 合 わ せ る こ と に な る 。  

 

(f) 国 の 計 画 は 、 政 府 と 非 政 府 組 織 に よ る 実 施 の た め に 資 金 を 費 や し

そ し て 適 当 な 場 合 に は 官 民 連 携 を 促 進 す べ き で あ る 。  

 

(g) こ れ ら の 計 画 の た め の 効 果 的 な 監 視 お よ び 評 価 制 度 は 、 政 策 が 望

ん だ 効 果 を 得 る こ と を 確 保 す る た め に 不 可 欠 で あ る 。  

 

暴 力 的 な 過 激 主 義 を 防 止 す る た め の 地 域 行 動 計 画  

 

45．暴 力 的 な 過 激 主 義 は 、国 境 を 尊 重 し な い の で 、国 お よ び 世 界 的 な 行 動 は 、

強 化 さ れ た 地 域 的 協 力 に よ り 補 完 さ れ な け れ ば な ら な い 。幾 つ か の 準 地 域 と

地 域 は 、包 括 的 な テ ロ 対 策 戦 略 を 既 に 採 用 し て き て い る 。加 盟 国 は 、こ れ ら

の 戦 略 を 補 完 す る た め ま た は 暴 力 的 な 過 激 主 義 を 防 止 す る た め 、自 ら の 国 の

計 画 を 補 完 す る こ と と 補 強 す る こ と を 目 的 に 、地 域 的 な ま た は 準 地 域 的 な 機

構 お よ び 国 際 連 合 に よ り 促 進 さ れ た 、新 し い 地 域 的 な ま た は 準 地 域 的 な 行 動

計 画 を 採 用 す る た め 団 結 し な け れ ば な ら な い 。こ の 目 的 の め に 、加 盟 国 は 以

下 の こ と を す べ き で あ る 。  

 

(a) フ ォ ー カ ル ・ ポ イ ン ト の 地 域 的 連 絡 一 覧 表 を 創 造 す る こ と と 維 持

す る こ と 、小 型 武 器 お よ び 重 火 器 の 取 引 を 監 視 す る こ と そ し て 政 府 間 の コ ミ

ュ ニ ケ ー シ ョ ン と 協 力 を 促 進 す る こ と に よ る も の を 含 ん で 、準 地 域 的 お よ び

地 域 的 機 構 を 強 化 す る 。暴 力 的 な 過 激 主 義 者 の 活 動 に 関 す る 情 報 交 換 の た め

の 早 期 警 戒 セ ン タ ー を 設 立 す る こ と は 、こ の 相 互 作 用 を よ り 予 測 可 能 に す る

こ と が で き ま た 従 っ て 付 加 価 値 の あ る も の に な る 。  

 

(b) 準 地 域 的 お よ び 地 域 的 機 構 が 、 そ れ ぞ れ の 準 地 域 ま た は 地 域 の 加

盟 国 に 対 し 暴 力 的 過 激 主 義 を 防 止 す る た め の 能 力 構 築 に お け る 技 術 援 助 を

提 供 し そ し て 例 え ば 国 境 管 理 に 関 し て 、効 果 的 な 協 力 を 支 援 す る こ と を 可 能

に す る 。  

 

資 源 を 動 員 す る こ と  

 

46．私 た ち の 公 約 を 永 続 的 な 変 化 に 変 え る た め に 、私 た ち は 、既 存 の 基 金 を

よ り 効 率 的 に 使 用 し そ し て 暴 力 的 な 過 激 主 義 の 政 治 的 、社 会 的 お よ び 経 済 的

に 駆 り 立 て る も の の 相 互 依 存 に 基 づ く 、私 た ち の 資 源 の 割 り 当 て に お け る 共



 

 

同 作 用 を 創 造 す る こ と が で き る 、方 法 を 考 慮 す る 必 要 が あ る 。そ の う え 、平

和 お よ び 安 全 保 障 部 門 の 範 囲 内 で 、伝 統 的 に 開 発 努 力 の 部 分 と 理 解 さ れ て い

る 、多 く の 予 防 的 措 置 が 、こ れ ら の 駆 り 立 て る も の に 対 処 す る の に 助 け と な

る と い う 理 解 が 増 大 し て い る 。新 し く 採 択 さ れ た 持 続 可 能 な 開 発 目 標 は 、暴

力 を 防 止 す る こ と お よ び 平 和 的 か つ 包 摂 的 な 社 会 を 促 進 す る こ と に 関 連 し

た 目 標 と 具 体 的 目 標 を 明 白 に 含 ん で い る 。  

 

47．防 止 に 投 資 す る こ と は 、結 果 を 和 ら げ る こ と に 資 源 を 割 り 当 て る こ と よ

り も は る か に 費 用 効 率 が 高 い 。私 は 、そ れ 故 、以 下 の こ と を 考 慮 す る こ と を

勧 告 す る 。  

 

(a) テ ロ リ ズ ム と 暴 力 的 な 過 激 主 義 に 対 抗 す る こ と 専 門 の 資 金 が 、 暴

力 的 な 過 激 主 義 を 駆 り 立 て る も の に 対 処 す る こ と も 可 能 に す る た め 、そ の 中

心 を 調 整 す る こ と 、そ し て そ の こ と で 利 用 可 能 な 資 源 を よ り 効 果 的 に 究 極 的

に 使 用 す る こ と 。  

 

(b) 部 門 間 の そ の 他 の 資 金 調 達 源 を 特 定 す る こ と そ し て 政 府 お よ び 地

域 的 並 び に 国 際 的 な 制 度 が 暴 力 的 な 過 激 主 義 を 防 止 す る こ と に 対 し 敏 感 で

あ る 計 画 を 拡 大 す る た め に 既 存 の 基 金 を 適 合 さ せ る 方 法 を 評 価 す る こ と 。  

 

Ｂ ． 措 置 を 講 じ る こ と  

 

48．国 の 行 動 計 画 お よ び 地 域 の 戦 略 を 策 定 す る こ と に お い て 、加 盟 国 は 、以

下 に 示 す 要 素 に 対 処 す る こ と を 考 慮 す べ き で あ る 。  

 

対 話 お よ び 紛 争 防 止  

 

49．「 国 際 連 合 お よ び 紛 争 予 防：集 団 的 な 再 公 約 」と 表 題 の つ い た 安 全 保 障

理 事 会 宛 て の 私 の 報 告 書（ S/2015/730）に お い て 、私 は 、暴 力 的 な 過 激 主 義

の リ ス ク が 、紛 争 の 高 め ら れ た リ ス ク を 導 き 出 し て い る 同 じ 条 件 に お い て し

ば し ば 増 し て い る こ と を 指 摘 し た 。紛 争 が 既 に 存 在 す る 場 合 、私 た ち は 、持

続 的 な 未 解 決 の 紛 争 は 、暴 力 的 な 過 激 主 義 の 主 要 な 駆 り 立 て る も の と な る こ

と が 証 明 さ れ て い る の で 、反 目 し 合 っ て い る 当 事 者 の 間 の 対 話 を 促 進 し ま た

維 持 す る た め の 私 た ち の 努 力 を 倍 加 し な け れ ば な ら な い 。私 た ち は 、紛 争 を

防 止 す る た め に 既 に 策 定 さ れ た 手 段 の 幾 つ か を 使 う こ と か ら こ れ ら の 状 況

か ら 利 益 を 得 る か も し れ な い と は 言 え 、私 た ち は 、暴 力 的 な 過 激 主 義 の 防 止

に 関 す る タ ス ク・フ ォ ー ス の 作 業 部 会 お よ び テ ロ リ ズ ム の 拡 散 に 資 す る 条 件

に 関 す る タ ス ク・フ ォ ー ス の 作 業 部 会 並 び に 地 域 の 若 者 関 与 お よ び 技 能 開 発

計 画 の よ う な テ ロ 対 策 履 行 タ ス ク・フ ォ ー ス や 国 際 連 合 テ ロ 対 策 セ ン タ ー を

通 し て 、暴 力 的 な 過 激 主 義 の 防 止 の た め の 具 体 的 な 活 動 を 策 定 す る こ と を ま



 

 

た 始 め て き て い る 。私 は 、そ れ 故 、加 盟 国 が 以 下 の こ と を 行 う こ と を 勧 告 す

る 。  

 
(a) 軍事的行動が、暴力的な過激主義者集団の拡大に対抗するため必要になる状

況において、あらゆるそのような対応が、国際法、とりわけ国際連合憲章、国際人権

法、国際難民法および国際人道法を完全に遵守することを確実にする。  
 
(b) 対立政党や地域の関係者と早くから関与しそして解決を仲介するために必

要とする影響力を地域のまた国際連合の外交団に与えるために、国際的なコンセンサ

スを案出することを追求する。  
 
(c) 個人に対し、教育のまた経済的な機会を個人に提供することに力点を置いて

いる計画を策定することにより、暴力的な過激主義者集団を去ることを奨励する。こ

れらの犯罪者に対する援助を拡大することに由来する不公正の認識が起こるのを防ぐ

ために、そのような計画は、より幅広い一般住民の必要性に対処している活動から得

るべきではない。  
 
(d) 紛争を解決し持続可能な平和を達成するため、仲介、仲裁および修復的司法

のような、代替的な紛争解決手続を取り入れる機会を探究する。  
 
(e) それを通して共 同 体 間 の 寛 容 、理 解 を 促 進 す る た め  宗 教 内 部 の ま た

異 教 徒 間 の 対 話 や 議 論 の た め の プ ラ ッ ト フ ォ ー ム を 提 供 す る た め 宗 教 指 導

者 に 関 与 し 、そ し て そ の 神 学 に 固 有 の 平 和 的 で 人 道 主 義 的 な 価 値 を 強 調 す る

こ と に よ り 暴 力 主 義 に つ い て の 彼 ら の 拒 絶 を 言 い 表 す 。 宗 教 指 導 者 は ま た 、

そ の よ う な 理 解 を 求 め る 自 ら に 対 す る 責 任 を 有 し て い る 。寛 容 は 、消 極 的 で

は な い 。そ れ は 、特 に 意 見 の 相 違 が 存 在 す る 場 合 、相 互 理 解 の 基 礎 に 基 づ い

て 働 き か け そ し て 尊 重 す る た め 積 極 的 な 選 択 を 要 求 す る 。  
 
(f) 社会的多元性と寛容の象徴である写本、用具および場所を破壊する暴力的過

激主義者の試みに対して、文化遺産と宗教の多様性を保存する  
 
(g) 若者の関与、ジェンダー平等、周縁化された集団の包摂、地方自治体の役割、

そしてソーシャル・メディアやその他の事実上のプラットフォームを通した積極的な

アウトリーチを含みつつ、様々な関係者を得た、暴力的な過激主義を防止することに

関する地域のそして国の対話を招集する。  
 

良い統治、人権および法の支配を強化すること  
 
50．政府が、国際人権規範と基準を喜んで受け入れ、良い統治を促進し、法の支配を

護持しそして腐敗を根絶する時、政府は、市民社会のために可能な環境を創り出しま



 

 

た暴力的な過激主義のアピールを減少させる。人権にしっかりと基づいている政策と

活動は、暴力的な過激主義に脆弱な個人または共同体の包摂を確保することに対し不

可欠である。私たちは、現実のまたはみなされた周縁化や排除を防止するため政府機

関と共同体との間の信頼を強化する方法を見つけ出すことが必要である。私 は 、そ れ

故 、 加 盟 国 が 以 下 の こ と を 行 う こ と を 勧 告 す る 。  

 
(a) 全ての国内法令、政策、戦略および実行が、人権と法の支配に対する点にし

っかりと基づいているかどうか、また遵守を確保するために立案された国内手続を導

入しているかどうかを確認するため、暴力的な過激主義を防止することと対応するこ

とを目的とした全ての国内法令、政策、戦略および実行を再検討する。このことはま

た、法の支配を強化する措置を講じること、差別的な法令を無効にすることそして差

別と排除と闘う政策と法律を履行することを伴うかもしれない。  
 
(b) 全ての者に司法へのアクセスを提供しそして持続可能な開発のための 2030

アジェンダに沿って、全てのレベルでの公正な、効果的な、説明責任のあるそして包

摂的な機関を強化する。  
 
(c) 差別のない基本的なサービスの提供を促進し、サービスの提供に対する説明

責任を確保し、また遠隔地域に対する国のサービスを拡大し並びに起業家が繁盛でき

そして社会がより平和に、公正にそして包摂的になることができる環境を創造する。  
 
(d) 治安部隊、法執行機関および司法機関のプロ根性を強化し、並びに国際人権

法および法の支配と一致して、そのような機関の効果的な監視と説明責任を確実にす

る。このことは、治安部隊、法執行機関および憎悪に対する扇動の禁止そしてさらに

広く見れば、暴力的な過激主義とテロリズムに対抗するために講じられた措置の文脈

の範囲内の人権の尊重に関する司法行政に関与する全ての者に対する専門の人権教育

の提供を伴うかもしれない。  
 
(e) 適法手続の保証を遵守している刑事手続を通して、戦争犯罪や人道に対する

罪のような国際法の下での犯罪に相当するものを含む、国際人権法と国際人道法の甚

だしい違反に対する説明責任を確保する。説明責任手続は、その任務を遂行するため

関連するジェンダーの専門知識を有すべきである。国内の手続が、そのような犯罪に

対処できないかまたは対処したがらない事例においては、国際社会は、適当と認めら

れる場合に、国際刑事裁判所へのまたはアド・ホック法廷への安全保障理事会による

そのような状況の付託を通したものを含んで、説明責任努力を支援すべきである。  
 
(f) 被収容者、要員および施設の安全を確保するため国の法的枠組と更正のため

の制度を改革しそして人権と法の支配に基づく刑務所における過激化を防止し対抗す

るための手続を確立する。  
 



 

 

(g) ジェンダーに敏感なまた子どもの社会への再統合を促進する子どものため

の計画を含む、暴力的な過激主義に関与していた人のための解放、社会復帰およびカ

ウンセリング計画を導入する。これらの計画は、移動の自由、表現とプライバシーの

自由、ジェンダーの平等に対する権利並びに無差別の原則を含む、国際的な人権規範

および基準を完全に遵守しなければならない。  
 
(h) 暴力的な過激主義に資する条件を排除するのに役立つ人権に基づく活動を

通したものを含んで、経済的、社会的および文化的権利の享受を促進する。そのよう

な計画は、一つの集団が、その人口統計上の重みが何でも、その他の集団を犠牲にし

て政治的および経済的部門において独占的にふるまう場合、特に役立つことができる。 
 
(i) 扇動および暴力的な過激主義に対する包括的なアプローチを促進しつつ、安

全保障理事会決議 1624（2005）、並びに国内人権機関、市民社会、政党およびメディ

アのような全ての関連機関を伴いつつ、差別、敵対行為または暴力に対する扇動を構

成する民族的、人種的または宗教的憎悪の唱道の禁止に関するラバト行動計画

（A/HRC/22/17/Add.4、付属書類）を履行する。  
 
(j) 安全保障理事会決議 1624（2005）で強調されたように、テロリストおよび

その支援者による教育、文化並びに宗教機関の活動の破壊を防止する。すなわち、公

式および非公式の教育機関のカリキュラム、そして教科書や指導方法において特に示

されたように、宗教または信念に基づくあらゆる形態の不寛容と差別に対して適切な

措置を講じる。  
 
(k) 表現の自由に関するあらゆる制限が、明確にまた狭く定義されそして適法、

均衡および必要性の三つの部分のテストを満たすことを確保する。  
 

共同体と関与すること  
 
51．彼らの生き残りのために、暴力的な過激主義者は、同調者のより広範な輪の暗黙

の支援を求めている。暴力的な過激主義者が、この支援を奪われることができるなら

ば、害を引き起こしまた正義を逃れる彼らの能力は、大きく減らされることになる。

政府の疑惑の長い歴史により記された共同体との関与が、課題を与えることができる

とは言え、見込のある数多くの共同体の関与戦略がある。私 は 、そ れ 故 、加 盟 国 が

以 下 の こ と を 行 う こ と を 勧 告 す る 。  
 

(a) 暴力的な過激主義の出現を防止し、暴力的過激主義の勧誘と脅威から共同体

を保護し、そして対話と不満の種の早期の識別のための適切なプラットフォームを提

供することにより共同体レベルでの信頼醸成措置を支援するために、市民社会と地域

の共同体とのものを含んで、共同および参加型の戦略を策定する。  
 



 

 

(b) 共同体とのパートナーシップで地方の問題を解決することを求めまた共同

体のメンバーを危険にさらすことを避けるために、人権にしっかりと基づく共同体志

向の政策モデルと計画を採用する。このことは、市民意識と警戒を増し共同体に関す

る警察の理解と知識を改善するだろう。このように先を見越して行動しまた早期の段

階で不満の種と極めて重要な問題を特定するその能力を高めている。  
 
(c) 攻撃を受けやすい個人または暴力的な過激主義に関連した犯罪行為で有罪

と宣告されたかまたは容疑がかかっている者に焦点を絞りつつ、指導者と指導を受け

る者との一対一の関係に基づく、地方のまた家族に基づく指導計画を策定する。  
 
(d) 性的およびジェンダーに基づく犯罪の被害者を含む、暴力的な過激主義者の

被害者に対して避難する所を与える、共同体での医学的、心理社会的および法的なサ

ービス支援を提供する。  
 
(e) 市民団体と職能団体、組合および商工会議所に対し、包括的な対話と合意し

ている政策を通して、一緒に課題に対処するため、周縁化された集団に対して自らの

ネットワークを通して、働きかけることを奨励する。  
 
(f) 自らのそれぞれの共同体における活動を改善しまた文明間および異教徒間

の対話を促進できるように、良い慣行と経験を共有することを可能にするため、市民

社会、若者、女性組織および宗教的指導者のための地域的なまた世界的なネットワー

クの確立を支援する。  
 
(g) 市民社会と共同体とのパートナーシップにおいて、現行の人権侵害を含む、

暴力的な過激主義を駆り立てるものに対処する談話を促進する。法的義務と信用性の

両方の問題として、あらゆる既存の人権侵害に対処する。  
 
若者の能力を向上させること  
 
52．私たちは、特別な注意を若者に払わなければならない。世界の 18 億人の若い女

性と男性は、暴力的な過激主義を防止するのに努力している私たちの非常に貴重なパ

ートナーである。私たちは、彼らが、平和、社会的多元性および相互尊重の原因を取

り上げる時、若者を支援するより良い手段を特定しなければならない。近代的な通信

技術の急速な進歩は、今日の若者が前例のない種類の世界的な共同体を形作っている

ことをまた意味している。この相互接続性は、既に暴力的な過激主義者により利用さ

れている。私たちは、仲間に対する相互尊重と平和の価値を既に促進している若い人々

の声を拡大することを助けることにより、この空間を取り戻すことが必要である。私

は 、 そ れ 故 、 加 盟 国 が 以 下 の こ と を 行 う こ と を 勧 告 す る 。  
 
(a) 青年、平和および安全に関する 2015 年アンマン宣言において提示されたよ



 

 

うに、国の、地域のそして世界的なレベルでの意味ある関与制度に優先順位を付ける

ことにより、暴力的な過激主義を防止することを目的とした活動への、若い女性と若

い男性の参加を支援しまた高め、そして暴力的な過激主義を防止することへの若い女

性と男性の参加のための物理的に、社会的にまた情緒的に安全且つ助けとなる環境を

提供する。  
 
(b) 大勢を占めている政治的対話に参加するためのプラットフォームを若い女

性と男性に与える青年会議や同様の制度を設立することによるものを含んで、地方の

また国のレベルでの意志決定過程に若い女性と男性を組み入れる。  
 
(c) 意志決定者と若い女性と男性との間の信頼を、特に世代間の対話と若者と大

人の信頼醸成活動や教育を通して、促進する。  
 
(d) 平和構築における若者の参加に関する指導原則に提示されたような、暴力的

な過激主義を防止するための取組において、過小評価された集団からの者のような、

連絡しにくい若い女性と男性に関与する。  
 
(e) 若い女性と男性のための国内の指導計画を制定し、自らが選んだ分野での個

人の成長のための場を創造し、彼らが建設的な変化のための指導者や関係者になるこ

とを可能にできる共同体のサービスのための機会を提案する。  
 
(f) 暴力的な過激主義に対処する全ての専用の基金の一部は、若い人々の具体的

な必要性に対処するかまたはエンパワーする事業に充当されることを確保しそして国

際的な金融機関、財団およびその他のドナーに対し、女性や若者の社会的起業家が暴

力的な過激主義に対する共同体のレジリエンスを強化することに関する自らの考えを

策定することを可能にするため、女性や若者の社会的起業家に対し小規模な助成金制

度を提供することを奨励する。  
 

ジェンダー平等および女性をエンパワーすること  
 
53．女性のエンパワーメントは、持続可能な平和にとって決定的な力である。女性が、

暴力的な過激主義者組織において積極的な役割を時々果たすとは言え、それはまた、

ジェンダー平等指数がより高い社会が、暴力的な過激主義に対して傷つきにくいこと

はまた偶然ではない。私たちは、それ故、私たちが政府の、治安部門のそして市民社

会の機関におけるものを含んで、社会を通して女性の参加、指導力およびエンパワー

メントをより良く促進できる方法を自ら尋ねなければならない。安全保障理事会決議

2242（2015）に沿って、私たちは、女性の保護とエンパワーメントは、テロリズムお

よび暴力的な過激主義に対抗するために案出された戦略の中心的な考慮すべき事柄で

あることを、確保しなければならない。テロリズムおよび暴力的な過激主義に対抗す

るための努力が、女性の権利について不利に影響しないことを確保する必要もある。



 

 

私は、それ故、加 盟 国 が 以 下 の こ と を 行 う こ と を 勧 告 す る 。  

 

(a) 暴 力 的 な 過 激 主 義 を 防 止 す る た め 努 力 を 通 し て ジ ェ ン ダ ー の 見 方

を 主 流 化 す る 。  

 

(b) 対 象 を 特 定 し た ま た 証 拠 に 基 づ い た 政 策 と プ ロ グ ラ ム さ れ て い る

対 応 を 策 定 す る た め 、女 性 が 暴 力 的 な 過 激 主 義 者 集 団 に 加 わ る こ と を も た ら

す 駆 り 立 て る も の を 特 定 す る こ と 、ま た 女 性 の 生 活 に 関 す る テ ロ 対 策 戦 略 の

影 響 に 関 す る も の を 含 ん で 、暴 力 的 な 過 激 主 義 に お け る 女 性 の 役 割 に 関 す る

ジ ェ ン ダ ー に 敏 感 な 調 査 お よ び 資 料 収 集 に 投 資 す る 。  

 

(c) テ ロ 対 策 防 止 お よ び 対 応 枠 組 の 一 部 と し て を 含 む 、 国 内 の 法 執 行

お よ び 治 安 機 関 に 、 女 性 お よ び 過 小 評 価 さ れ た 集 団 を 含 め る 。  

 

(d) 暴 力 的 な 過 激 主 義 に 関 連 し た 予 防 お よ び 対 応 努 力 に 従 事 す る た め

女 性 と 女 性 の 市 民 社 会 集 団 の 能 力 を 構 築 す る 。  

 

(e) 暴 力 的 な 過 激 主 義 に 対 処 す る 全 て の 専 用 の 基 金 の 一 部 は 、 女 性 と

平 和 お よ び 安 全 に 関 す る 安 全 保 障 理 事 会 へ の 事 務 総 長 の 最 近 の 報 告 書

（ S/2015/716）に お い て 勧 告 さ れ た よ う に 、女 性 の 具 体 的 な 必 要 性 に 対 処 す

る か ま た は 女 性 を エ ン パ ワ ー す る 事 業 に 充 当 さ れ る こ と を 確 保 す る 。  

 

教 育 、 技 能 開 発 お よ び 雇 用 促 進  

 

54．貧 困 お よ び 社 会 的 周 縁 化 に 対 す る 苦 難 の 一 部 と し て 、私 た ち は 、ど の 子

ど も も み な 、教 育 に 対 す る 権 利 の 下 で 明 記 さ れ た よ う に 、生 活 の た め に 彼 ま

た は 彼 女 に 授 け る 平 等 な 教 育 を 受 け る こ と を 確 実 に す る 必 要 が あ る 。教 育 は 、

人 権 の 尊 重 と 多 様 性 を 教 え る こ と 、批 判 的 思 考 を 促 進 す る こ と 、メ デ ィ ア お

よ び デ ジ タ ル・リ テ ラ シ ー を 促 進 す る こ と 、並 び に 平 和 共 存 と 寛 容 に 貢 献 で

き る 行 動 に 関 す る ま た 社 会 情 緒 的 な 技 能 を 策 定 す る こ と を 含 め る べ き で あ

る 。仕 事 場 に 入 ろ う と し て い る 若 い 女 性 と 男 性 は 、継 続 し た 学 習 と 職 業 上 の

資 源 に 対 す る ア ク セ ス を 得 る こ と 、そ し て そ の 起 業 家 能 力 を 生 み 出 す こ と の

両 方 で 、 私 た ち の 支 援 が 必 要 で あ る 。 私は、それ故、加 盟 国 が 以 下 の こ と を

行 う こ と を 勧 告 す る 。  

 

(a) 多 様 な 社 会 的 お よ び 文 化 的 環 境 を 考 慮 し つ つ 、 全 て の 子 ど も が 、

包 括 的 で 、 質 の 高 い 教 育 に 対 す る 利 用 権 を 持 つ こ と を 確 保 す る た め 、 教 育 、

と り わ け ３ 歳 か ら ８ 歳 の 早 期 の 児 童 教 育 に 、 投 資 す る 。  

 

(b) 「 グ ロ ー バ ル ・ シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 」 、 ソ フ ト ・ ス キ ル 、 批 判 的 思



 

 

考 お よ び デ ジ タ ル・リ テ ラ シ ー を 促 進 す る 教 育 計 画 を 履 行 し 、そ し て 公 民 教

育 を 学 校 の カ リ キ ュ ラ ム 、 教 科 書 お よ び 教 材 に 取 り 入 れ る 手 段 を 探 究 す る 。

こ の 目 標 を 支 援 す る た め 教 師 や 教 育 者 の 能 力 を 構 築 す る 。  

 

(c) オ ン ラ イ ン お よ び モ バ イ ル 技 術 を 利 用 す る こ と に よ り 、 技 術 的 お

よ び 職 業 上 の 教 育 を 含 む 、第 三 次 教 育 、並 び に 避 難 民 を 含 む 、脆 弱 な 全 て の

人 々 に 対 す る 指 導 を 通 し て 包 括 的 な 初 等 教 育 を 提 供 す る 。  

 

(d) 農 村 部 と 都 市 部 の 両 方 に お い て 、 社 会 的 お よ び 経 済 的 機 会 を 創 造

す る た め 地 方 当 局 と 共 同 す る 。関 連 す る 教 育 機 会 を 通 し て 地 方 の 労 働 需 要 を

満 た す た め に 必 要 と さ れ る 技 能 を 人 々 に 持 た せ る こ と に 投 資 す る 。  

 

(e) 若 者 の 十 分 な 経 済 的 可 能 性 を 解 放 す る た め 、 起 業 家 文 化 を 促 進 す

る こ と と 企 業 家 精 神 を 提 案 す る こ と 、求 職 や ジ ョ ブ・マ ッ チ ン グ を 促 進 す る

こ と 、零 細 企 業 や 小 企 業 の 開 発 を 促 進 す る た め の 規 則 を 規 定 す る こ と 、資 金

調 達 や マ イ ク ロ ク レ ジ ッ ト に 対 す る ア ク セ ス を 容 易 に す る こ と そ し て マ ー

ケ ッ テ ィ ン グ や 配 分 の よ う な 様 々 な 支 援 サ ー ビ ス を 増 加 す る こ と に よ り 、追

加 の 進 路 を 若 い 人 々 に 提 供 す る 。  

 

(f) 民 間 部 門 お よ び そ の 他 の 市 民 社 会 関 係 者 に 対 し 、 紛 争 後 の 和 解 と

復 興 努 力 、特 に 仕 事 の 創 造 、支 援 お よ び 教 育 機 会 に 寄 与 す る こ と を 招 請 す る 。 

 
戦略的コミュニケーション、インターネットおよびソーシャル・メディア  
 
55．ソーシャル・メディアについて暴力的な過激主義者が巧みに扱うメッセージは、

人々、特に若い女性と男性を彼らの兵士に誘惑することにおいて、かなりの成功を達

成してきている。暴力的な過激主義者が、新旧のメディアツールを使うことにおいて

高度な知識を示してきているとは言え、彼らのメッセージを拒否する私たちが、自ら

の想像を捕らえ確実な変化の期待を申し出ている将来のビジョンに幻滅を感じさせら

れまた権利を奪われた者と意志疎通することにかなり失敗してきていることは、等し

く真実である。数千の若い活動家や芸術家は、音楽、芸術、映画、コミックおよびユ

ーモアを通して暴力的な過激主義オンラインに対して反抗しておりまた彼らは、私た

ちの支援を受け取るのにふさわしい。私は、それ故、加 盟 国 が 以 下 の こ と を 行 う

こ と を 勧 告 す る 。  

 

(a)  暴 力 的 な 過 激 主 義 と 関 係 を 有 す る 話 に 挑 戦 す る た め 、 ソ ー シ ャ

ル・メ デ ィ ア の 会 社 お よ び 民 間 部 門 と 密 接 に 協 力 し て 、地 方 の 状 況 に 合 わ せ

ら れ た 、ジ ェ ン ダ ー に 敏 感 な そ し て 国 際 人 権 基 準 に 基 づ い た 、国 の コ ミ ュ ニ

ケ ー シ ョ ン 戦 略 を 策 定 し ま た 実 施 す る 。  

 



 

 

(b) 暴 力 的 な 過 激 主 義 者 お よ び 個 人 を 暴 力 的 な 過 激 主 義 に 向 け て 駆 り

立 て る 要 因 に よ る イ ン タ ー ネ ッ ト の 誤 用 と ソ ー シ ャ ル・メ デ ィ ア と の 間 の 関

係 に 関 す る さ ら な る 調 査 を 奨 励 す る 。  

 

(c) 寛 容 、 社 会 的 多 元 性 お よ び 理 解 の 価 値 を 勧 め る た め の 草 の 根 努 力

を 促 進 す る 。  

 

(d) 意 見 お よ び 表 現 の 自 由 、 社 会 的 多 元 性 お よ び メ デ ィ ア の 多 様 性 を

保 護 す る 国 の 法 的 枠 組 を 確 実 に す る 。  

 

(e) 犠 牲 者 が 自 ら の 物 語 を 話 す こ と が で き る オ ン ラ イ ン ・ フ ォ ー ラ ム

を 彼 ら に 提 供 す る こ と に よ り 、彼 ら の 損 害 と 苦 し み を 暴 力 的 な 過 激 主 義 を 防

止 す る た め の 建 設 的 な 力 に 変 形 す る た め 、 彼 ら に 権 限 を 与 え 可 能 に す る 。  

 

(f) ジ ャ ー ナ リ ス ト の 安 全 に 対 す る 脅 威 の 迅 速 且 つ 徹 底 し た 調 査 を 確

実 に す る こ と に よ り 、民 主 的 な 社 会 で 極 め て 重 要 な 役 割 を 果 た し て い る 、彼

ら を 保 護 し 、そ し て ジ ャ ー ナ リ ス ト に 対 し 、寛 容 と 尊 重 を 促 進 す る メ デ ィ ア

教 育 と 業 界 の 行 動 規 範 を 自 発 的 に 策 定 す る た め 協 働 す る こ と を 奨 励 す る 。  

 
C．国際連合を通して、加盟国、地域の機関と共同体を支援する  

 
56．暴力的な過激主義を防止するための主要な責任は、加盟国にある。加盟国が自ら

の対応を策定する場合、国際連合は、うってつけのパートナーとして行動することが

できる。国際連合は、諸国、人々および共同体を結束させつつ、人権文書を含む、国

際法に正式に述べられたような、普遍的に共有された価値と原則の基礎に基づいて、

世界的な対話を促進するのを助けることができる。  
 
57．加盟国と協力して、国際連合ミッション、計画および事業は、既に暴力的な過激

主義を基本的に駆り立てるものと引き金に、既に対処している。これらの手段の力を

認識している、暴力的な過激主義者集団は、私たちの決意と結果を弱めるために、平

和維持要員、人権唱道者、教育者、市民社会活動家そして援助職員を標的としている。

私たちは、安全、持続可能な開発、人権および人道援助の全範囲を通して一貫性を高

めるため、私たちの活動においてより戦略的になりまたより調整されることが必要で

ある。このことは、国際連合の平和および安全保障の努力並びに持続可能な開発政策

枠組が、暴力的な過激主義に対処すること、また私たちが、基本的人権と法の支配の

促進と保護を更に強化すること、そして人道原則が、尊重されること、並びに私たち

の人道活動が人々中心であり、強靭な共同体を支援しそして紛争を煽らないことを求

めることになる。  
 
58．私は、加盟国との活動を調整することと策定することにおいて国際連合組織の取



 

 

組を倍加すること、より正確に暴力的な過激主義を駆り立てるものを対象とすること

と、国際連合組織に許すため既存の計画に優先順位を付け、敏感にしそして適応する

ことまた可能性のある格差を縮めるため新しい活動を導入することを国際連合組織に

指図してきた。私は、それ故、以下のことを意図している。  
 
(a) 国連システム最高執行委員会を通して、並びに既存の国際連合機関間機関お

よび国際連合グローバル・テロ対策戦略の四つの柱の全てを実施する加盟国を支援す

ることについて主要な責任を負っている、テロ対策履行タスク・フォース並びにその

組織を通して、暴力的な過激主義を防止するため国の、地域のそして世界的な取組を

支援する全国連アプローチを採択する。タスク・フォースの枠組を通して全国連アプ

ローチを採択することにより、国連は、その行動をより緊密に調整しそして経路を助

けまた効果的であることを証明してきた活動を共有することになる。  
 
(b) 国際連合開発援助枠組、国際連合国別共通アセスメント、ユースアドバイザ

リーボード、警察、司法および矯正のためのグローバル・フォーカル・ポイント並び

に武装解除、動員解除および再統合並びに治安部門改革計画のような制度を通して加

盟国の能力を構築するため、暴力的な過激主義を防止することを、その職務権限に従

って国際連合平和維持活動および特別政治ミッションの関連活動に、並びに国際連合

国別現地チームの関連する活動に、統合する。  
 
(c) 国際連合の統治および執行機関に対し、暴力的な過激主義を防止するための

加盟国の国の行動計画を策定しまた実施することにおいて加盟国を支援するため、国

際連合機関、基金および計画の能力を高めることを奨励する。  
 
(d) 暴力的な過激主義を防止し良い実践を共有するために立案された制度計画

を策定するための国のまた地域の能力を強化することを目的とした能力構築計画を提

案し、そして関連する国際連合国別現地チーム、事務総長特別代表、展開された場合

には平和活動、またテロ対策委員会事務局を含むテロ対策履行タスク・フォース、国

際連合人権高等弁務官事務所、国際連合地域間犯罪司法研究所、国際連合薬物犯罪事

務所および国際連合テロ対策センターの各組織と密接に調整して関連する法令および

政策を採択する加盟国を支援する。  
 
(e) 世界中のこれらの共有された価値を強化しつつまた加盟国の要請に基づい

て、加盟国自身の国のまた地方のコミュニケーション戦略を目的に合わせている加盟

国を支援しつつ、国際連合憲章、世界人権宣言およびその他の文書に正式に述べられ

ているもののような平和、正義、寛容および人の尊厳に基づく、暴力的な過激主義を

防止するための国際連合グローバル・コミュニケーション戦略を開始する。  
 
(f) 政策および運用レベルの両方で、国際人権法または国際人道法の大規模な違

反を防止しまたは対応する人権アップフロント活動を通して早期のまた効果的な行動



 

 

を更に強化する。  
 
(g) テロ対策履行タスク・フォースにより促進されまた国際連合テロ対策センタ

ーにより支持された、この計画の実施を指導する確立された国際連合暴力的な過激主

義の防止プラットフォームを策定する。このプラットフォームは、国際連合制度内の

政策を調整しそして学んだ教訓を共有することにより地方の、国のそして地域のレベ

ルで、暴力的な過激主義に対する加盟国の制度的対応を策定する加盟国を支援するで

あろう。それは、南々および三角パートナーシップを通したものを含む、加盟国間の

協力を促進すべきである。  
 
(h) 非暴力の文化を促進するため、例えば、就学年齢の子どもの使用のための平

和教育モジュールを含む、公民教育、ソフト・スキル、批判的思考、デジタル・リテ

ラシー、寛容および多様性の尊重を促進する教育計画を策定しまた実施することを求

めている政府を支援する。  
 
(i) 暴力的な過激主義の犠牲者を支援するため世界的な啓発キャンペーンを始

めそしてテロ犠牲者支援ポータルを拡大することにより犠牲者の話を、その範囲内で

共有する世界的なプラットフォームを提供する。  
 
(j) 異文化間の理解を高め、新しい技能の学習を促進しそして開発活動を支援す

る世界的なコミュニティ・サービスや世界的な青少年プログラムにさらに発展するこ

とができる、加盟国内および加盟国間の青少年交換計画を奨励する。  
 
(k) 通信およびソーシャル・メディアの会社を含む、関連する民間の関係者に対

し、暴力的な過激主義活動の防止を支援しまたインターネットを通した暴力的な過激

主義の拡散に国際社会が効果的に対処するのを助けるための創造的な考えを生み出す

ことを招請する。  
 
(l) 暴力的な過激主義を防止することを目的とした、特に通信および共同体の権

限強化の分野における、革新的な事業を支援するための事務総長基金に対する提案を

策定する。  
 

Ⅴ．一致した行動のためのアピール  
 
59．私たちの共通の人道理念を損ないつつ、暴力的な過激主義は、本質的に世界的に

なった。それは、その表現が、一人の個人から次へ様々である、個人的、社会的およ

び観点的な要因の混合物により駆り立てられている。暴力的な過激主義は、異なる時

代の期間中また世界の異なる地域において異なる社会に影響を与えてきている。現在

の行動計画は、この課題に対して単一の解決策を提供しているのではない。それは、

それを永遠に埋葬する一つの手段でも対処方法でもない。その代わり、私たちは、私



 

 

たちがこの脅威について考え拡散することからそれを防止するための措置を講じる方

法を広げることが必要である。現在の状況において最も憂慮すべきことは、科学技術

の革命により促進されてきている、世界のいろいろな地方での暴力的な過激主義者の

イデオロギーの急速な拡大である。国際連合憲章の真髄において、私たちは将来の世

代を救うために今や行動を起こさなければなければならない。  
 
60．暴力的な過激主義を防止することにおいて効果的になるために、私たちの行動は、

現象それ自身と同様に、機敏なまた遠大なものとならなければならない。私たちは、

私たちの一連の手段をダイナミックに改善しそして私たちの対応を見直し続けなけれ

ばならない。行動計画は、この日進月歩の多元的な課題に対する包括的なアプローチ

のための最初の基礎を構成する。私は、絶えず続く見直しの下での国際連合の行動を

維持しそして私たちがまた行うかもしれないものに関する最新情報を私に提供するこ

とを、事務局職員に依頼してきている。  
 
61．私は、原則に基づいた行動が、暴力的な過激主義の説明と懇請をそして、究極的

には、暴力的な過激主義者集団自身を打ち負かすことを確信している。数多くの国の、

地域のまた世界的な問題に関する増えている対立の時に、暴力的な過激主義を防止す

ることは、分割、不寛容および憎悪に直面して包括的なアプローチを追求する国際社

会の行動を団結させ、調和させるため、国際社会の構成員のために本当の機会を提案

している。  
 
62．総会は、暴力的な過激主義者が、不寛容と分割を広めることを求める世界の全て

の地方に対して世界の声と話ができる唯一の機関である。私は、それ故、全ての加盟

国に対し、団結と行動を求める鳴り響く懇請を発するためその声を使用することを求

める。  


